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　本県における福祉教育は、昭和52年度に児童・生徒を対象とした「社会福祉研究指定校事業」

を島根県社会福祉協議会（以下、島根県社協）が実施してから本格的に取り組まれるようになり、

多くの市町村社会福祉協議会（以下、市町村社協）においても学校指定を行うようになるなど、

県内全域に広がっていきました。

　その後、学校・市町村社協・公民館の協同による、地域を基盤とした「地域ふれあい学習推進事業」、

地域の生活・福祉課題の共有を目的とした「ふるさと福祉学習推進事業」、そして平成28年度か

らは県民一人ひとりのライフステージや生活場面等に応じた「ふくしの学びあい」を目的とした

「『ふくしの学び合い』推進事業」を実施し、学校現場や地域における福祉教育を進めています。

　令和２年度～５年度までの展開方針を定めた「しまね流ふくし教育推進指針」では、生活困窮

や社会的孤立等の問題を背景に、地域福祉の課題が多様化・深刻化するなかにあって、社会的包

摂（ソーシャルインクルージョン）の視点に立った“排除しない、無関心でない”地域づくりを福

祉教育の大切な視点として取りまとめました。

　この間、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や多様な主体が参画し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創る「地

域共生社会の実現」という目標が掲げられました。このことを受け、島根県社協としても幅広い

分野の関係者と連携した支え合いの仕組み作りを、さらに推進する必要があります。

　今後は、地域共生社会の理念である「共に生きる」関係性をつくるために、誰もが社会の一員

として生きがいをもちながら、自分たちの暮らす地域社会を住みやすくしていくための働きかけ

ができる人材を育む福祉教育を展開していく必要があります。また、福祉教育を関係組織・団体

と「協同実践」で進めていくことで、福祉教育に関わる地域の関係者相互の学びあい、多様性を

受入れる土壌の形成や、地域の新しい価値を創出し、人口減少社会に向かう中においても地域社

会を変革していく力が備わることも期待されます。

　本書は、地域共生社会の実現に向け、本県の福祉教育に関わる関係者が目指すべき方向性の共

通認識をもつこと、そして、これまでも大切にしてきた社協、学校・社会教育、関係組織・団体

の協同をより深めるための方向性をまとめたものです。

　策定にあたっては、令和７年度に「福祉教育推進指針策定委員会」を立ち上げ、学識経験者や

市町村社協職員、行政関係者、地域関係者からなる委員、そしてアドバイザーとともに、今後の

福祉教育に必要な視点について検討を重ねました。

　福祉教育に携わる皆様にご覧いただき、今後の福祉教育実践の参考としていただけると幸いで

す。

令和８年３月

社会福祉法人島根県社会福祉協議会

はじめに

1



　本書は島根県内の社協職員をはじめ、学校・教育関係者、関係組織・団体等が福祉教育の目的

や進め方を共有し、協同実践のきっかけとなることをねらいとしています。

　福祉教育について考える皆様が日々の取り組みや計画づくりの中で、以下のような形でご活用

ください。

Ⅰ　本書の活用について

（１）社会福祉協議会

◇　地域福祉活動計画をはじめとする各種計画への反映や関係者への働きかけ

◇　本書を参考とした福祉教育事業・プログラムの点検や見直し

（２）学校・社会教育

◇　「しまね教育振興ビジョン（令和７年度－令和11年度）」と福祉教育の関連

　　島根らしい魅力ある教育の推進

　　　・誰もが、誰かの、たからもの。

　　　・人とのふれあい、つながりによる学び

　　　・子どもたち一人ひとりの夢や希望の実現

◇　学校における福祉の学びについて理解を図る参考資料

◇　公民館等における福祉の学びについての理解を図る参考資料

（３）関係組織・団体（福祉施設・事業所、NPO・ボランティア団体、企業、地域住民など）

◇　地域の子どもや住民とともに学び合う機会での活用

◇　地域生活課題の共有や共感の輪を広げる取り組みを検討する際の参考資料

◇　SDGsの取り組みと福祉を関連づける際の参考資料
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　島根県では、人口減少社会を迎える中で、これまで地域で自然に育まれてきた「人と人とのつ
ながり」や「顔の見える関係性」が次第に変化しています。地域共生社会の実現に向けて、こう
した変化を知りながら、それぞれの暮らす地域はどのような状況にあるのか目を向ける必要があ
ります。

１．統計を踏まえた島根県の現状※１

（１）人口・世帯
　島根県の推計人口は、令和７年９月１日時点で633,609人（男性307,140人、女性326,469人）
であり、65歳以上の割合（高齢化率）は約34.7％と、全国でも高い水準にあります。高齢化の進
行に伴い、高齢者のみ世帯や一人暮らし高齢者世帯も増加しています。（P13／表１・２）

（２）地域の「つながり」の変容
　島根県の中山間地域における実態調査結果によると、人口減少と高齢化が進み、地域生活を支
える担い手の確保はこれまで以上に困難になっています。県全体の約４分の１（24.5%）にあた
る918集落が、高齢化率50%以上かつ世帯数19戸以下の小規模な集落となっており、そのこと
を背景に様々な困りごとも出ています。（P14／表３）

（３）多文化社会の進展
　人口減少や人手不足を背景に、技能実習生や特定技能労働者、留学生などを中心として外国人
住民が増加しています。島根県の調査によると、県内に暮らす外国人住民は令和６年度時点で
１万人を超えています。こうした中、言葉の壁や文化の違いを踏まえながら共に暮らしていくた
めの取り組みも必要です。（P14／表４）

２．地域の動き

　島根県内では、子どもだけでなく大人・高齢者などだれもが参加できる「子ども食堂」などの
居場所づくりが着実に広がっています。例えば、県内では令和８年１月末時点で152か所の子ど
も食堂が開設※２されており、世代を超えた交流の場として定着しつつあります。
　また、学校教育においては、「ふるさと教育」を推進する中で、子どもたちの学びの中に福祉を
取り入れる動きも見られます。
　人口減少社会を迎える中にあっても、誰もが社会の一員として「共に生きる」関係性を育むこ
とによって、より良い地域を形成していくことができます。
　このような中で、福祉教育は子どもから大人まで年齢や立場が異なる人たちが出会い、学び合い、
「共に生きる」関係性を育むためのきっかけとなります。

Ⅱ　島根県を取り巻く現状

※１ 各種統計を示す表は、資料編にて掲載
※２ 島根県社協の調査による数値
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１．福祉教育の目的
　今日的な福祉教育の目的は「地域共生社会を実現するために、共生の文化を作ること」です。
これまで本県における福祉教育は、地域の暮らしや福祉の課題を知り、その解決に向けた支援方
法を学ぶことを目的に、地域の中で困りごとを抱える人への理解を深め、支援の輪を広げる取り
組みとして、多くの学校や地域で展開されてきました。
　しかし、地域社会の状況が変化するなか、これからの福祉教育には特定の課題解決を目指すだ
けでなく、「地域共生社会」の理念のもと、地域住民や多様な主体が参画し、互いに支え合う関係
を育むことが重要です。そのためには、憲法第13条や第25条に規定された基本的人権の尊重が
前提にあることを理解し、他者への共感や「協同」の姿勢を育て、より良い地域に向けた実践力
を身につけることがこれからの福祉教育の大切な目的です。

２．福祉教育の大切な視点
　島根県社協がこれまでに策定した「しまね流ふくし教育推進指針」で取りまとめた福祉教育の
視点も踏まえつつ、これからの福祉教育を推進する上で大切な視点を以下のとおり整理します。

Ⅲ　福祉教育とは

～誰もの「ふだんの くらしの しあわせ」を実現するための学び合い～

（１）住民の主体形成を促す

　学びや実践を通して、地域に暮らす一人
ひとりが自分の暮らしや地域のことを自分
事として捉え、考え、自ら行動する主体と
して育つことを大切にします。こうした主
体形成が、地域の支え合いやつながりを生
み出し、地域共生社会の実現につながりま
す。

（３）地域の特色を学びにする

　共通の課題や「前年並み」「体験のみ」の
ような一律の内容として考えるのではなく、
各地域の生活場面を取り上げることで、一
人ひとりの気づきを促しながら地域への愛
着を育てます。地域では課題だけが増えて
いるわけではなく、よりよい地域に向けた
取り組みも広がっています。これらを学び
の素材とし、地域は自分たちの力で変えて
いくことができるという意識を醸成します。

（２）共感・当事者性を育む

　これまでの福祉教育は、高齢者や障がい
のある人への理解や共感を主として進めら
れてきましたが、地域の状況が変化する中
で、子どもや若者、外国人、一人暮らしの
人など様々な人たちとより広い視野でつな
がり、お互いのことを考えることが必要で
す。

（４）協同実践で取り組む

　福祉教育に携わる関係者を繋ぎ、それぞ
れの立場でアイデアを出し合いながら実践
します。
　同じ目標に向けて、ともに実践を行う姿
勢をもつことで、福祉教育の実践がより豊
かになります。
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３．福祉教育の進め方

　福祉教育は、学びの主体者が地域の暮らしや福祉の現状を知り、自分自身との関わりや身のま
わりの課題に気づくことから始まります。なぜそのような課題があるのか学びながら、同時に課
題解決に取り組む様々な人や活動と出会うことで、自分自身にできることを考えるきっかけにな
ります。様々な活動に協力したり、考えたことに挑戦してみることで地域の状況が少し良くなると、
さらに地域への愛着を感じ、次の課題に向かっていくことに繋がります。福祉教育は一つの取り
組みで完結せず、取り組みの中で「振り返り」を重ねながらより良い地域の形成に向けて進めて
いきます。
　また、これらの過程は特定の福祉事業やカリキュラムだけではなく、社協や学校、関係組織・
団体それぞれの活動全体で意識することが大切です。

　そして、福祉教育を関係者が協同して進めていくためには、これら過程の中で「プラットフォ—
ム」を意識することが必要です。

４．プラットフォームについて

（１）プラットフォームとは
　福祉教育におけるプラットフォームとは、福祉教育を協同実践で進めるための仕組みのことで
す。単に協議体や会議の場を設けるということではなく、関係者が対話し・学び合い・実践する
関係性を地域の中につくることです。立場や専門の違いを越え、それぞれが持つ経験や思いを持
ち寄り、福祉教育をそれぞれの地域に根差したものとして進めていくための土台になります。
　プラットフォームには、一つひとつの実践を作っていくための「協同実践のプラットフォーム」
から市町村域での福祉教育推進について考える「市町村のプラットフォーム」、県域組織の協同に
ついて考える「都道府県のプラットフォーム」などがあります。
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（２）プラットフォ—ムの具体化に向けて
　ここでは、協同実践のプラットフォームについて意識する点を整理します。

①　目的を共有する
　�　なぜ福祉教育に取り組むのか、どのような地域になったらよいか言葉にして共有することで、
関係者が同じ方向を向くことができます。
例　�「子どもから高齢者まで、誰もがつながる地域を目指したい」
　　「地域の防災意識を高めたい」　など

②　人をつなぐ
　�　参加者を想定し呼びかけます。社協や学校だけではなく、関係組織・団体が関わるよう工夫
することで学びが広がります。
例　�福祉施設・事業所職員、企業の社会貢献担当者、地域振興・まちづくり・子育て支援・
災害支援などに取り組むNPOやボランティア団体、地域住民・当事者　など

③　現状・課題を共有する
　�　子どもや高齢者、障がい児・者、地域で活動する人など、当事者それぞれの立場から見える
地域の姿を持ち寄ります。「対話」を大切にすることで、協同実践で取り組むテーマが形になっ
ていきます。
例　�「子どもたちに障がいやバリアフリー・ユニバーサルデザインについて知ってほしい」
　　「外国人住民と交流する機会を持ちたい」　など

④　実践する
　�　形になったテーマについて、できることから実際に取り組むことが大切です。小さな実践の
積み重ねが次の学びにつながります。
例　�学校と地域が連携した福祉の学び、多様な世代が集う居場所づくり、企業と連携した地
域活動　など
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　これからの福祉教育には、地域共生社会の理念のもと、世代や立場をこえて多様な人々がつな

がり、共に学び、支え合う関係を築いていくことが求められます。そのために、学校・地域・関

係団体が連携し、学びと実践を通して住民の主体形成を進めていくことが大切です。

１．関係者がいま取り組んでいること

（１）社会福祉協議会（社協）の取り組み

　社協は社会福祉法第４条に規定される「地域福祉の推進」を図る組織です。地域福祉の推進と

は「地域に住む誰もが、困ったときに助けあい、安心して暮らせるようにしていくこと」であり、

こうした地域に向けて必要なのが福祉教育で

す。近年は特に、世代や属性を問わない「つ

ながり」を意識した福祉教育が重視されてい

ます。

　地域生活課題が複雑化・多様化する中で、

社協の取り組みもまた多様化していますが、

社協が日頃から取り組む一つひとつの活動の

根幹には、地域住民の理解と参加が不可欠で

す。社協の取り組みの中には常に福祉の「学

び」があり、この「福祉教育的機能」を意識

しながら学校や関係組織・団体と協同実践し、

より良い福祉教育を目指しています。

（２）学校・社会教育の取り組み

　「島根らしい魅力ある教育の推進」との関連

　島根県教育委員会において、島根県の教育の方向性を示す「しまね教育振興ビジョン（令和７

年度～令和11年度）」が策定されました。ここでは、「島根らしい魅力ある教育の推進」として、「誰

もが、誰かの、たからもの。」、「人とのふれあい、つながりによる学び」、「子どもたち一人ひとり

の夢や希望の実現」が掲げられています。お互いの個性や多様性を認め合い、励まし合い、支え

合いながら、「自分が誰かのたからもの」であり「誰もが自分のたからもの」と思える教育、人が

人から学ぶ、人が人を育てる学び、人との関わりの中で本物に触れる体験等をとおした学びは、

しまね福祉教育推進ビジョンで掲げる「共に生きる力を育む学び」と関連するところです。

　学校では、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」ことができる人権感覚を醸成する

人権教育が、学校教育活動全体をとおして行われています。また、「自己の生き方を考え、主体的

な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を

Ⅳ　今後の方向性
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養うこと」を目的とした道徳教育を発達の段階に応じて行うなど、福祉教育として掲げている「誰

もの『（ふ）だんの　（く）らしの　（し）あわせ』を実現するための学び合い」と関連する学習活

動が行われています。

　地域の教育資源（ひと・もの・こと）をいかした「ふるさと教育」では、地域の人（ひと）か

ら地域の良さ（もの・こと）を学ぶとともに、地域の良さがこれからも続いていくために子ども

たちが自分にできることを主体的に考え、行動していく学習を行っている学校もあります。この

ような取り組みは、福祉教育が目指す「当事者との出会い」や「地域の特色を起点とした学び」

に通じるものであり、このような学びのつながりが、地域福祉の推進に資するものとなっています。

　地域社会では、公民館等の社会教育施設を中心に、持続可能な社会の創り手の育成を目指し、「人

づくり・つながりづくり・地域づくり」に資する学びが行われています。なかでも、多世代の交

流による地域活性化、災害時に備えた互助・共助の推進、多文化共生、人権・同和教育など、地

域の特色に応じた事業や学びを通して、住民の地域福祉の視点の醸成が図られています。

＜参考＞

「しまね教育振興ビジョン」

（URL）　https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/iinkai/keikaku/vision21/

「しまねのふるさと教育」

（URL）　https://eio-shimane.jp/furusato/

（３）関係組織・団体の取り組み

　近年、子どもたちを取り巻く社会環境が変化する中で、NPOやボランティア団体の間では、改

めて「青少年が健やかに育ち、自立していく」とはどういうことかを考える動きが広がっています。

特に、子どもたちが自分らしく生きる自由や、子どもたちの意見が尊重される環境づくりが重視

されています。

　また、2015年の国連サミットにおいて、2016年から2030年までの国際目標として「SDGs�

（持続可能な開発目標）」が採択されました。「SDGs」は、持続可能な世界を実現するための17のゴー

ル・169のターゲットから構成され、誰一人として取り残されないことを目指したものです。今

後、さらに多くの企業や事業所がこの「SDGs」

に重視し、地域貢献活動に取り組むことが予

想されます。

　さらに、外国人住民が増えている中で、外

国人は地域にとっても大切な存在になってい

ます。外国人の中にも日本の文化を知る機会

や地域住民と交流したいと考えている人は多

く、地域で共に生きる存在として考えること

もSDGsを踏まえた取り組みとして大切です。
（持続可能な開発目標）

SDGs（Sustainable Development Goals）
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２．今後の方向性

　今後は、関係者それぞれが取り組んでいることとも関連しながら、福祉教育をさらに発展させ
ていくことが大切です。その際に、福祉教育を特定の地域生活課題の解決を目指すための取り組
みとして捉えるのではなく、地域共生社会（共に生きる社会）を目指して地域に暮らす一人ひと
りの、ふだんのくらしのしあわせについて考える「ふくしの学び合い」であると捉えることが大
切です。県内で取り組まれていることも参考に、それぞれの地域の特色を活かした「ふくしの学
び合い」の展開を考えていきます。

（１）世代や文化を超えたつながりを育む取り組み
　高齢者や障がいのある人に限らず、子ども、若者、外国人住民など、多様な人々が共に学び合
う機会をつくることが大切です。世代や文化の違いを越えて関わる中で、相互理解や共感を育て
ます。
　すべての人がかけがえのない存在として、差別や排除されたりすることなく、一人ひとりがか
けがえのない存在として尊重され、社会生活のなかでともに支え合い、一人ひとりが生きる喜び
を感じることができる「共に生きる力」を育む取り組みを推進していきます。

（２）教育とボランティア活動を近づける取り組み
　「しまね教育振興ビジョン」との関連を意識し、学校教育・社会教育における福祉教育を「ふく
しの学び合い」として推進していくことを目指します。
　例えば、島根県内では、学校の長期休暇（主に夏休み）を活かして児童・生徒にボランティア
活動や地域の取り組みに触れる機会を作る「サマーボランティアスクール」が行われています。
地域の福祉施設や保育所だけでなく、公民館などの地域の拠点で活躍するボランティア団体を知
るきっかけにもなっています。
　その際、社協には学校と地域活動をつなぐ調整役とし
て、積極的に学校に出向き、活動場所の紹介や情報提供
を行うことも必要です。

写真　�益田市：地域のボランティア団体と一
緒になって児童と交流する生徒の様子

写真　津和野町：障がい者スポーツを通じて地域住民と交流する生徒の様子
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（３）企業の力を活かした取り組み

　近年、SDGsへの関心の高まりとともに、企業や事業所が地域貢献活動に取り組む動きが広がっ

ています。企業が持つ人材、専門性、ネットワークを「ふくしの学び合い」に生かすことで、学

びの幅をさらに広げることができます。

　例えば、企業の専門性を活かし、地域の防犯や防災意識の向上につなげる取り組みが行われて

います。こうした取り組みは、高齢者だけでなく、子どもや働き世代などが社会と出会う機会を

広げるとともに、企業にとっても地域との関係を深めるきっかけになっています。

　これらの取り組み以外にも、既存の枠組みにとらわれない協同実践の形が県内で多く広がって

います。

３．「しまね福祉教育推進ビジョン」を踏まえた島根県社協の取り組み

　島根県社協では、本ビジョンで整理した内容を踏まえ、各地域での実践に結びついていくこと

や仕組みづくりを支援するため、主に以下の視点を持って取り組みます。

（１）「ふくしの学び合い」を推進する人材の育成

　①　「ふくしの学び合い」の共通理解の形成

　　�　「ふくしの学び合い」の実践には、社協職員だけでなく、福祉施設、学校、NPO、企業など

多様な関係者との協同が重要です。こうした様々な地域関係者において共通理解が形成でき

るよう研修の実施や研修受講を積極的に働きかけます。

　②　ビジョンを活用した体系的研修の実施

　　�　「ふくしの学び合い」を社協が目的とする地域福祉推進の基盤として位置づけ、理念や目的、

進め方の共有を図るとともに、社協職員一人ひとりが福祉教育的機能を担うという意識の醸

成に努めます。そのうえで、本ビジョンの内容を踏まえながら、包括的支援体制の整備や権

利擁護などの政策動向の基盤としても欠かせない取り組みであることを共有していきます。

写真　�浜田市：社協・大学生・企業が協同した「高齢者スマホ相談会」の様子
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（２）プラットフォームの推進

　①　県域プラットフォームの推進

　　�　広域的な研修の企画、教材開発、情報交換の場等を県域のプラットフォームによって推進し、

市町村社協の実践を支援します。

　②　協同実践のプラットフォームの推進

　　�　社協、学校、地域、福祉施設、企業などが集まり、具体的な授業づくりやプログラム企画

を共に行う協同実践のプラットフォームづくりを推進します。

（３）新たな実践の支援

　県内においてモデルとなる取り組みをひろげるとともに、これまでの枠組みに捉われない取り

組みを積極的に支援し、ビジョンの具体化を目指します。さらに、「ふくしの学び合い」の視点で

実践の成果と課題を検証し、県内の取り組みの深化を目指します。

（４）広報・啓発

　①　ビジョンの普及

　　�　関係団体、教育機関、行政等への説明機会を計画的に設けたり、各種会議や研修の場を活

用しながら、広くビジョンの共有を図ります。

　②　県民へのわかりやすい発信

　　�　福祉教育が特定の組織や分野の取り組みではなく、地域に暮らす一人ひとりにとって「自

分ごと」として伝わるよう、あらゆる媒体を活用した発信に努めます。
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１．統計資料
表１　島根県人口の推移

出典：しまね統計情報データベース「島根県の推計人口（令和７年９月１日現在）」,2025. ９
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※各月１日現在の数値 

※各月 1か月間の増減数 

※各月 1か月間の増減数 

表２　高齢者世帯の推移

出典：島根県HP「第９期島根県老人福祉計画・介護保険事業支援計画」,2024. ３

第２章 高齢者の現状と将来

１１

２ 高齢者世帯の状況
（１）高齢者世帯の状況 
 島根県内における令和２（ ）年時点の総世帯数は約 万世帯であり、うち

高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯は約 万世帯で、総世帯数の約 ％を占めてい

る。

 高齢単身世帯の割合は ％、 歳以上の単身世帯の割合は ％で、いずれも

全国平均よりも高い。

図表２－８ 高齢者世帯の推移

図表２－９ 高齢者世帯の推移（グラフ）

（ ）

％万世帯

高齢夫婦
高齢単身（ ～ 歳）
高齢単身（ 歳以上）
高齢単身（ 歳以上）割合
高齢単身（ 歳以上）割合（全国）

総世帯数（世帯）

75歳以上
75歳

以上

75歳

以上

Ｓ55 

Ｈ 2 

 Ｒ2(2020)
資料：総務省「国勢調査」
【注】総世帯数には、施設等の世帯は含まない（高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上、妻60歳以上の

　　　世帯をいう。）。

年

全国島根県

割合（％） 割合（％）

高齢夫婦 高齢単身
高齢

夫婦

高齢

単身

高齢

夫婦

高齢

単身
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表３　集落の高齢化率と世帯数の状況

出典：島根県HP「島根県中山間地域実態調査結果」,2023

3 

 

２ 集落の人口・高齢化等の状況 
（１）集落の人口・高齢化の状況（集落人口調査） 

 県全体の 3,748 集落のうち、高齢化率 50％以上かつ世帯数 19 戸以下の集落数は、918 集落
となり、全体の 24.5％を占めています。 

 高齢化率 70％以上かつ世帯数 9 戸以下の集落数は、179 集落となり、全体の 4.8％となって
います。 

 集落の人口構成について、平成 16 年と比較すると、集落の平均人口は 24.1 人減少し、
高齢化率は 10.9 ポイントの上昇となり、集落の人口減少と高齢化が進んでいます。 

 

■ 集落の高齢化率と世帯数の状況（集落人口調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市町村別内訳（集落人口調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■ 集落の人口構成の比較（集落人口調査） 
 
 
 
 
 

高齢化率70％以上かつ世帯数9戸以下 179集落（4.8%）
令和5年 高齢化率50％以上かつ世帯数19戸以下 918集落（24.5%）

90%以上 39 25 7 3 4 5 1 2 1 16
80%以上 10 35 14 5 2 2 0 0 0 2
70%以上 9 61 50 32 15 9 4 1 0 4
60%以上 17 65 92 67 48 34 22 11 5 16
50%以上 13 82 145 147 107 70 62 46 32 121
40%以上 8 55 102 116 130 94 98 61 64 334
30%以上 8 35 55 64 56 51 42 36 42 289
20%以上 14 11 20 14 12 16 11 9 15 155
10%以上 1 8 8 5 8 2 4 2 3 38
0%以上 16 21 10 8 2 7 4 3 6 15 合計
（戸数） 〜4戸 〜9戸 〜14戸 〜19戸 〜24戸 〜29戸 〜34戸 〜39戸 〜44戸 45戸〜 3,748  

松江市 184 54 (29.3%) 14 (7.6%) 2 (1.1%)
浜田市 601 250 (41.6%) 136 (22.6%) 27 (4.5%)
出雲市 81 24 (29.6%) 4 (4.9%) 0 (0.0%)
益田市 253 114 (45.1%) 52 (20.6%) 25 (9.9%)
大田市 491 230 (46.8%) 159 (32.4%) 33 (6.7%)
安来市 391 101 (25.8%) 73 (18.7%) 11 (2.8%)
江津市 220 100 (45.5%) 31 (14.1%) 6 (2.7%)
雲南市 526 170 (32.3%) 116 (22.1%) 12 (2.3%)
奥出雲町 107 39 (36.4%) 12 (11.2%) 0 (0.0%)
飯南町 133 61 (45.9%) 50 (37.6%) 9 (6.8%)
川本町 57 37 (64.9%) 25 (43.9%) 3 (5.3%)
美郷町 111 63 (56.8%) 48 (43.2%) 11 (9.9%)
邑南町 223 126 (56.5%) 95 (42.6%) 19 (8.5%)
津和野町 113 69 (61.1%) 38 (33.6%) 11 (9.7%)
吉賀町 137 75 (54.7%) 58 (42.3%) 8 (5.8%)
海士町 14 3 (21.4%) 1 (7.1%) 0 (0.0%)
西ノ島町 15 8 (53.3%) 1 (6.7%) 0 (0.0%)
知夫村 7 4 (57.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

隠岐の島町 84 32 (38.1%) 5 (6.0%) 2 (2.4%)
合計（県全体） 3,748 1,560 (41.6%) 918 (24.5%) 179 (4.8%)

うち高齢化率70%以上
かつ

世帯数9戸以下の集落数

市町村名 集落数
うち高齢化率
50%以上の
集落数

うち高齢化率50%以上
かつ

世帯数19戸以下の集落数

2,441集落の比較 H16（2004） H22（2010） H26（2014） H30（2018） R5（2023）
集落の平均人口 88.3人 80.4人 75.9人 71.0人 64.2人
集落の高齢化率 32.6% 35.1% 37.5% 42.1% 43.5%

※比較可能な集落のみ抽出

表４　外国人住民人口の推移

出典：島根県HP「多文化共生の推進」,2026
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２．参考資料
・�原田正樹「福祉教育の理論と実践方法～共に生きる力を育むために～」、全国社会福祉協議会、

2022

・�島根県社会福祉協議会「しまね流ふくし教育推進指針」、2020

・�島根県社会福祉協議会「ふくし教育のススメ～『体系的なふくしの学び』で地域とつながる～」、

2025

３．協議経過
時　期 内　容

令和７年
７月９日（水）

＜第１回委員会＞
１．導入
　⑴　福祉教育推進指針策定委員会について
　⑵　住民の主体形成となる福祉教育
２．意見交換
　⑴　各機関の取り組みと現状について

令和７年
11月20日（木）

＜第２回委員会＞
１．説明
　⑴　しまね福祉教育推進ビジョン（素案）について
２．意見交換
　⑴　島根県の現状について
　⑵　福祉教育の視点や進め方について
　⑶　関係者が持つ視点と具体的な取り組みについて

令和８年
２月27日（金）

＜第３回委員会＞
１．説明
　⑴　しまね福祉教育推進ビジョン（案）について
２．意見交換
　⑴　「しまね福祉教育推進ビジョン」を踏まえた県社協の取り組みについて
　⑵　「しまね福祉教育推進ビジョン」の普及に向けて
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（委　員） （任期：令和７年４月１日～令和８年３月31日）

氏　　名 所　属　•　職　名 備　　考

加藤　寿朗 国立大学法人島根大学大学院教育学研究科　教授 委員長

田原　秀樹 島根県福祉教育推進協議会　副委員長

大國　　亨 島根県教育庁社会教育課　社会教育スタッフ　企画幹

高橋　賢史 特定非営利活動法人　緑と水の連絡会議　副理事長
青少年育成島根県民会議　会長

飯田　啓介 社会福祉法人大田市社会福祉協議会　地域福祉課　課長

（アドバイザー）

氏　　名 所　属　・　職　名 備　　考

井岡　仁志 LOCALISM LAB.（ローカリズム・ラボ）　代表

福祉教育推進指針策定委員会　委員•アドバイザー名簿
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